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基労補 登第 0 ㌍ 60 ㏄ 号 

平成 16 年 3 月 26 日 

厚生労働省労働基準局 
労災補償部補償課長 

( 公 印 省 略 ) 

特別加入に係る 様式の改正について 

特別加入申請書、 特別加入に関する 変更届及び特別加入脱退申請書について 
ば、 事業主、 労働保険事務組合等の 負担の軽減及び 行政の事務簡素合理化の 観 

点から統合が 要望されていたところであ るが、 平成 16 年 3 月 26 日付け厚生 労 

働省 告示第 133 号をもってこれらの 様式が改正され、 平成 16 年 4 月 1 日から 

適用されることとなったので、 下記に留意の 上、 事務処理に遺漏なきを 期され 

たい。 
-@- 己 

ェ 主な改正点 

(1) 特別加入申請書 

特別加入申請書 ( 様式第 34 号の 7 、 様式第 34 号の 10 及び様式 第握昔 
のⅡ ) については、 申請書本紙と 別紙を統合し、 従来、 別紙に記載するこ 

ととしていた 特別加入予定者に 関する事項を 本紙に記載できることとした 

，と   

(2) 特別加入に関する 変更届及び特別加入脱退申請書 
特別加入に関する 変更届及び特別加入脱退申請書については、 同一の 様 

式 として統合した ( 様式第 34 号の 8 及び様式第 34 号の 12) こと。 

また、 これに伴 い 従来の特別加入脱退申請書 ( 様式第 34 号の 9) を廃止 

したこと。 

2  経過措置等 

平成 16 年 4 月 1 日以後においても、 改正前の様式を 使用することができ 

ること。 

なお、 平成 16 年 4 月 1 日 以後において、 改正前の様式が 提出された場合 

には、 次回から改正後の 様式を使用する よう 指導すること。 

3  その他 

改正後の様式については、 別途管理換えを 行 う 予定であ ること。 










































